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2020 年 7 月 22 日 

日本原燃株式会社 

再処理事業部 

設工認申請を行う評価項目の類型化の考え方について 

１．はじめに 

再処理施設の審査の進め方について、６月 29 日の審査会合で「日本原燃株式

会社再処理施設に係る設計及び工事の計画の認可の審査、使用前事業者検査の

確認等の進め方について」によりＮＲＡ殿の考え方が示されたことを踏まえ、

設工認申請を行う評価項目の類型化の考え方を以下のとおり整理した。 

２．類型化の考え方 

設工認申請を行う評価項目は、事業変更許可申請書（整理資料含む）、既認可

の設工認および発電炉の工認の実績を参照し、25 項目程度になると考えている。 

（１）類型化する評価項目の選定

25 項目の評価項目のうち、類型化する評価項目を図－１に示す「評価項目の

類型化対象選定フロー」に従い選定する。以下に選定の考え方を示す。 

① 25 項目の評価項目のうち、再処理施設を構成する構築物、系統及び機器

（以下「設備機器等」という。）の重要度が高い設備（耐震Ｓクラス、安全

上重要な施設、重大事故等対処施設）に係る評価項目は 19 項目、重要度

が低い設備に係る評価項目は６項目であり、内訳は下表のとおりである。 
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② 設備機器等の重要度が高い設備に係る評価項目の 19 項目に対して、設工

認申請書に新規に追加した評価または既認可の設工認から評価手法を変

更した評価を選定する。この結果、14 項目が該当する評価項目となり、５

項目が該当しない評価項目となる。 

③ ②の選定で該当する評価項目の 14 項目に対して、事業変更許可申請の審

査において先行して詳細評価内容を説明したものについては、類型化対象

の評価項目から除外する。この結果、６項目が類型化対象の評価項目とな

り、８項目が除外する評価項目となる。 

 

上記①～③の選定の結果、類型化対象の評価項目は６項目となる。 

評価項目の類型化対象選定結果を図－２、評価項目ごとの物量および具体例

を表－１に示す。 

設工認申請対象施設と各評価項目の関係を添付－１に示す。 

 

（２）類型化の方法 

類型化対象とした６項目について、評価項目ごとに施設の種類、構造、評価

手法等により類型化の検討を行う。 

① 建物・構築物と機器等で評価手法や解析によるモデル化は異なることか

ら、設備機器等の種類（建物・構築物、機器等）の違いを考慮して類型化

する。 

② 設備機器等の種類の違いにより、評価手法が異なる（定型的な計算式、

解析によるもの）ため、この違いを考慮して類型化する。 

③ 解析による評価でも設備機器等の機種によって解析モデルを分類するこ

とができるため、この違いを考慮して類型化する。 

 

（３）説明方法について 

基本設計方針は、事業変更許可申請で担保した事項および技術基準規則を満

たすための方針を記載することとし、全ての基本設計方針を説明する。 

類型化対象の評価項目については、各類型を代表する設備機器等で評価方法、

評価結果の説明を行うものとする。なお、代表設備の選定については、設工認

申請の全体計画の中で検討する。 
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図－１ 評価項目の類型化対象選定フロー 

 

 

 

図－２ 評価項目の類型化対象選定結果 
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表－１ 評価項目ごとの物量および具体例 

№ 評価項目 物量 具体例 

1 

設

計

基

準 

耐震評価（DB）注） 機器・配管系：約 8.2 万

機器、建物・構築物：約

47 種類 

主排気筒、冷却塔、廃ガ

ス貯留槽 等 耐震評価（SA）注） 

2 
耐圧評価（DB）注） 機器・配管系：約 0.5 万

機器 

廃ガス貯留槽、接続口配

管 等 耐圧評価（SA）注） 

3 竜巻影響評価 

機器・配管系：約 600 機

器 

建物・構築物:20 建屋 

主排気筒、冷却塔、前処

理建屋、分離建屋 等 

16 
重

大

事

故 

圧損評価：臨界、乾固、水

素、プール 
精査中 

可搬型中型移送ポンプ、

可搬型ホース 等 

18 
系統性能評価（除熱性能評

価）：乾固 
精査中 

可搬型中型移送ポンプ、

可搬型ホース、 等 

23 
建屋内ホース温度評価：

プール 
精査中 可搬型ホース 

注）：設計基準と重大事故で評価条件が異なるが、評価方法自体が同じであるため、纏

めて類型化するもの 

 

以  上 



設工認申請対象施設と各評価項目の関係 添付－１

1
注1）

2
注1） 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

注1）
2
注1） 13 14

注2)
15

注2)
16

注2)
17

注2) 18 15
注2)

16
注2)

19
注2)

20
注2)

17
注2) 21 16

注2)
19

注2)
17

注2)
14

注2)
17

注2) 22 15
注2)

16
注2)

19
注2)

20
注2) 23 24 25

地震 耐圧 竜巻 火山 外部火災 地震 耐圧

常設 可搬型 共通 個別
耐震評

価
耐圧評

価
竜巻影
響評価

火山影
響評価

外部火災
影響評価

内部火
災影響

火災時
機能維
持（加
振）

試験結
果等

溢水影
響評価

スロッシ
ング評
価（SA
含む）

溢水強
度評価

薬品影
響評価

耐震評
価

（1.2Ss）

耐圧評
価

系統性能評
価（未臨界
確保及び臨
界防止性能

評価）

系統性能
評価（廃ガ
ス貯留設備
性能評価）

線量評
価

圧損評
価

放出量
評価

系統性
能評価
（除熱性
能評価）

線量評
価

圧損評
価

時間余
裕評価

建屋内
温度評

価

放出量
評価

水素発
生量評

価

圧損評
価

時間余
裕評価

放出量
評価

系統性能
評価（廃ガ
ス貯留設備
性能評価）

放出量
評価

系統性
能評価
（スプレ
イ性能
評価）

線量評
価

圧損評
価

時間余
裕評価

建屋内
温度評

価

建屋内
ホース
温度評

価

臨界評
価

居住性に
係る評価

〇 〇 〇 〇 〇 × × × × 〇 × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 × 〇 － － － － 〇 － － 〇 〇 × 〇 × 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 × 〇

〇 〇 〇 － × － － － － × － － 〇 〇 － × － ○ × 〇 － ○ × × × － ○ × × × × × － ○ × × 〇 － ×

〇 〇 〇 × × × × × × × × × 〇 〇 × × × ○ × 〇 × ○ × × × × ○ × × × × × × ○ × × 〇 × ×

〇 □ □ □ 〇 □ ○ □ 〇 □ □ □ □ 〇 □ □ □ □ □ □ 〇 □ □ ○ □

○ ○ ○ 〇 ○ □ ○

○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ □ ○ □ ○ □

△ □

○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ □ ○

○ ○ ○ 〇 ○ ○

○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ □ ○

○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○

○ ○ ○ 〇 ○ ○

○

△ ○ □

○ ○ ○ ○ 〇 ○ □ ○

○ ○ ○ □

○ ○ ○ ○ 〇 ○ □ ○

○ ○ ○ ○ 〇 ○ 〇 □ ○ □

○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 〇 □ □ ○ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ □ □

○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○

○ ○ ○ 〇 ○ ○ 〇 ○

○ ○ ○ ○ 〇 ○ □ ○

○ 〇 ○

○ 〇

○ ○ ○ ○ 〇 ○ □ ○

一般圧縮空気系 ○ 〇 ○ ○

○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ □ ○ □

○ ○ 〇 ○

一般冷却水系 ○ 〇

○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ □ □ ○ ○ ○ ○ □

一般蒸気系 ○ 〇

安全蒸気系 ○ ○ ○

○ ○ ○ 〇 ○ ○

□ □ □

△ □ ○ □ □

〇 □ □ ○

□

○ ○ 〇 ○

○ 〇

○ ○ 〇 □ ○ □

○ ○ 〇 □ ○

○ ○ ○ 〇 ○ ○ □ □ □ □ ○

洞道 ○ ○ ○ 〇 ○ □ ○

渡り廊下

外部衝撃
火災 溢水 薬品

施　設　／　設　備　区　分

設備重要度※１

基本方針

評価項目

設計基準 重大事故

Sクラス
（波及
影響の
みは”
△”）

安重

SA設備 TBP プール

類型化対象の判断基準

設備機器等の重要度※１の高い設備か
〇：高い
×：低い（可搬型のうち、一般産業品を含む）

既認可の設工認から評価手法を変更したか
〇：変更あり
×：変更なし

評価内容を安全審査で未説明か
〇：未説明
×：評価内容説明済（評価方針、結果の両方が
説明済みに限る）

DB共通評価

類型化対象の判断結果 〇：対象　×：対象外

施設共通

イ．使用済燃料
の受入れ施設及
び貯蔵施設

使用済燃料受入れ設備

使用済燃料貯蔵設備

ロ．再処理設備
本体

せん断処理施設

溶解施設

分離施設

精製施設

脱硝施設

酸及び溶媒の回収施設

ハ．製品貯蔵施
設

ウラン酸化物貯蔵設備

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備

ニ．計測制御系
統施設

計測制御設備

安全保護回路

制御室

制御室換気設備

気体廃棄物の廃棄施設

液体廃棄物の廃棄施設

固体廃棄物の廃棄施設

ヘ．放射線管理
施設

放射線監視設備

出入管理関係設備

試料分析関係設備

環境管理設備

個人管理用設備

SA共通評価

その他の主
要な事項

分析設備

化学薬品貯蔵供給設備

火災防護設備

竜巻防護対策設備

溢水防護設備

化学薬品防護設備

補機駆動用燃料補給設備

放出抑制設備

再処理施設緊急時対策所

動力装置及
び非常用動
力装置

電気設備

圧縮空気設備
安全圧縮空気系

制御室
／緊対

注2）：重大事故の事象は異なるが、評価方法自体が同じであるため、纏めて類型化するもの

水素

通信連絡設備

建物・構築物

建屋

注1）：設計基準と重大事故で評価条件が異なるが、評価方法自体が同じであるため、纏めて類型化するもの

ト．その他再処
理設備の附属施
設

給水施設及
び蒸気供給
施設

給水処理設備

冷却水設備
安全冷却水系

臨界 乾固

蒸気供給設備

ホ．放射性廃棄
物の廃棄施設

凡例

〇：説明対象

□：結果のみ確認

●：代表説明対象

：類型化対象外

：計算を伴う評価
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